
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年(1 月～５月)の労働災害発生状況 

 

－ 死傷者数690人・死亡者数５人 － 
 

１ 平成29年の労働災害の発生状況（参考資料：「平成29年労働者死傷病報告受理件数表」） 

２ 労働災害の防止に向けた取組 

【照会先】 

群馬労働局労働基準部健康安全課 

課 長 佐 藤  寿 

課長補佐 大 友  隆 

産業安全専門官 塩 野  泉 

（電 話） 027-896-4736 

厚 生 労 働 省 

群 馬 労 働 局 発 表 

平成 29 年６月 30 日 

厚生労働省 

Press Release 群馬労働局 

群馬労働局管内における平成29年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、

１月から５月までの累計で690人、そのうち死亡者数は５人となっています。 

昨年同期に比較すると、次のような特徴が見られます。 

・死傷者数は180人減少（昨年同期の870人より20.7％減少） 

・死亡者数は１人減少（昨年同期は６人） 

・死傷者のうち経験年数３年未満労働者が47.4％ 

・事故型別には「転倒災害」が150人減少（昨年同期の311人より48.2％減少） 

・業種別には製造業で死傷者数が80人減少（昨年同期の294人より27.2％減少） 

・外国人労働者の死亡災害が発生（４月、技能実習生） 

６月の主な取組 

・転倒災害を一層減少させるため、「転倒災害防止強調期間」として個別指導、集団

指導時等あらゆる機会をとらえ、リーフレットの配布等により安全意識の高揚に

努めています。（参考資料：「STOP！転倒災害プロジェクト」「転倒無し運動」） 

・熱中症を予防するため、「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」を展開してい

ます。（参考資料：「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」） 

・技能実習生の労働災害を防止するため、実習実施機関における安全点検を監理団

体等へ要請しています。（参考資料：「技能実習生の労働災害を防止しましょう」） 

・全国安全週間（7/1から7/7）の周知広報を実施し安全意識の高揚を図っています。

（参考資料：「第90回全国安全週間」） 

・群馬労働局長が建設工事現場を訪問し安全対策・安全教育の実施状況等を巡視し

ます。 
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災害の種類別
高崎 前橋 桐生 太田 沼田 藤岡 中之条 群馬局計 前年同期 増減

27 66 13 34 13 5 3 161 311 -150 

3 4 1 8 13 -5 

2 4 4 1 11 9 2

4 4 5 13 16 -3 
1 1 1

3 19 1 10 33 34 -1 
1 -1 

3 2 2 3 1 11 22 -11 
1 1 2 2

15 20 1 11 2 5 1 55 50 5

7 30 4 3 2 1 47 52 -5 

３ 下の表は災害の種類別で、特に項目を設定して集計しています。

 上記以外の事業

公共工事の災害

災害の種類別・署別

外国人の災害

クレーン・玉掛災害

転倒災害

食料品加工用機械災害

 製造業

 鉱 業

運輸交通・貨物取扱業

前年同期

計

 林 業

食料品製造業

道路貨物運送業

 建設業

卸売業・小売業

旅館・ホテル業

増 減

通 信 業

木造家屋等建築工事

中之条

平成２９年 労働者死傷病報告受理件数表

高崎 前橋 桐生 太田 前年同期 増減

平成２９年５月末現在
群 馬 労 働 局

群馬局計
署別

業種別
沼田 藤岡

注１ この表は、死亡及び休業４日以上の労働者死傷病報告を集計しています。
  ２ 各項目の下欄は死傷者数合計、上欄は死亡者数で下欄の数の内数です。

荷主先災害

交通労働災害

建設機械災害



発生月 年 齢

発生時間帯 性 別

労 働 者 数 職 種

１月 60歳代

１１時頃 男

４人 作業員

１月 50歳代

１５時頃 男

４人 運転手

２月 40歳代

９時頃 男

２８人 修理工

２月 60歳代

８時頃 男

２８人 作業者

４月 20歳代

１７時頃 男

６０人 作業者

機械
修理業

交通事故
(道路）

1

太陽光発電設備設置のための造成工事現場におい
て、立木の伐採作業に従事していた被災者が、胸高
約３０㎝の伐倒木の下敷きになっているのを発見さ
れた。

トラック

4

午前７時頃からゴルフ場内の落葉の処理のため、
トラクターを使用して作業を行っていたが、トラク
ターがコース法面の置かれ、行方が分からなくな
り、周辺を捜していたところ、翌日池の中から遺体
で発見された。

ゴルフ場 おぼれ 水

平成２９年死亡災害事例（建設業以外）

番
号

業  種 事故の型別 起因物別災 害 の あ ら ま し

平成29年5月末現在

5

工場内において、派遣労働者と２人でプレス（４
００ｔ、クランクプレス）加工作業中、被災者が金
型内に頭を入れている時、派遣労働者がプレスを起
動させ、被災者が頭をプレス機にはさまれ、死亡し
た。

自動車・
同付属品
製造業

はさまれ・
巻き込まれ

プレス機械

その他
の林業

崩壊･倒壊

トラック

3

自動販売機の修理のため、社用車のバンを運転し
首都高速を走行中、前のトラックに視界を遮られ右
側に車線変更したところ、すぐ右横にトラックが故
障で停止しており、そのまま激突した。

2
軽四貨物トラックを運転していた被災者が、対向

車線のセンターラインオーバーの大型トラックと正
面衝突した。

一般貨物
運送業

交通事故
(道路）

群 馬 労 働 局

立木等





チェック項目

１ 通路、階段、出⼝に物を放置していませんか

２ 床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

３ 安全に移動できるように⼗分な明るさ（照度）が
確保されていますか

４ 転倒を予防するための教育を⾏っていますか

５ 作業靴は、作業現場に合った耐滑性があり、かつ
ちょうど良いサイズのものを選んでいますか

６ ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい
場所の危険マップを作成し、周知していますか

７ 段差のある箇所や滑りやすい場所などに
注意を促す標識をつけていますか

８ ポケットに手を入れたまま歩くことを
禁止していますか

９ ストレッチ体操や転倒予防のための運動を
取り入れていますか

転倒災害防止のためのチェックシート

チェックの結果は、いかがでしたか？
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職
場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア
を出し合いましょう！ 次頁の「⾒える化」も効果的です!!

転倒の危険をチェックしてみましょう
あなたの職場は大丈夫？



切り取り線

切
り

取
り

線

転倒危険場所を⾒える化しましょう！
まずは、職場内で情報共有

コメント

転倒の危険を感じた場所の情報を収集し、労働者への共有を図ることが⼤切です。
危険場所に下のステッカーの掲示を⾏うなど、転倒の危険を⾒える化しましょう！
※下のステッカーは、「STOP！転倒災害プロジェクト」のホームページからもダウンロードできます。



厚生労働省と労働災害防止団体では、転倒災害を撲滅するため「STOP！転倒災害
プロジェクト」を推進しています。
事業者の皆さまは、職場の転倒災害防止対策を進めていただくとともに、プロジェ
クトの重点取組期間（２月、６月）には、チェックリストを活用した総点検を⾏い、
安全委員会などでの調査審議などを経て、職場環境の改善を図ってください。

「平成27年転倒災害による休業期
間の割合」 労働者死傷病報告
（厚生労働省）より作成

休業
１か月以上

（約６割）

休業
１か月未満
（約４割）

転倒災害は最も多い労働災害！
休業４日以上の労働災害、約12万件のうち、転倒災害は
約2.6万件と最も多く発生しています。

転倒災害の特徴

特に⾼年齢者で多く発⽣！
⾼年齢者ほど転倒災害のリスクが増加し、55歳以上では
55歳未満の約３倍リスクが増加します。

休業１か月以上が約6割！
転倒災害による休業期間は約６割が１か月以上となっています。

４Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔) 転倒しにくい作業方法 その他の対策
・歩⾏場所に物を放置しない
・床面の汚れ（水､油､粉など）
を取り除く

・床面の凹凸、段差などの解消

・時間に余裕を持って⾏動
・滑りやすい場所では小さな
歩幅で歩⾏

・⾜元が⾒えにくい状態で作
業しない

・作業に適した靴の着用
・職場の危険マップの作成に
よる危険情報の共有

・転倒危険場所にステッカー
などで注意喚起

▶転倒災害を防止することで、安⼼して作業が⾏えるようになり、作業効率も上がります。

（2017.2）

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください！
「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」

STOP！ 転倒 検 索

STOP! 転倒災害プロジェクト
２月･６月は重点取組期間です!!

転倒災害の主な原因

転倒災害防止対策のポイント

＜主な原因＞ ＜主な原因＞ ＜主な原因＞

滑り つまずき 踏み外し

特徴１

特徴２

特徴３

・床が滑りやすい素材である。
・床に水や油が飛散している。
・ビニールや紙など、滑りやす
い異物が床に落ちている。

・床の凹凸や段差がある。
・床に荷物や商品などが放置
されている。

・⼤きな荷物を抱えるなど、
⾜元が⾒えない状態で作業
している。

▶転倒災害は、大きく３種類に分けられます。皆さまの職場にも似たような危険はありませんか？

STOP！ 転倒 検 索



 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 月期転倒災害防止強調期間 
 

6 月は、1 月～3 月に次いで転倒災害が多発する時期です！ ！  
 

日頃から意識して転倒災害を防止しましょう！  

 

１ 濡れた床面に気を付けて！ 

２ 路面や床面に合った靴を履く！ 

３ ポケットに手を入れて歩かない！ 

４ 時間に余裕を持った行動をとる！ 

５ 日頃から足腰を鍛えよう！ 

群馬労働局 健康安全課 
労働基準監督署 

 







技能実習生の労働災害を防止しましょう技能実習生の労働災害を防止しましょう

近年、外国⼈労働者の労働災害は増
加傾向にあり、技能実習生の労働災害
は、年間約500件にも上ります。また、
死亡し又は後遺障害の残る重篤な災害
も発生しています。

技能実習生が労働災害に被災しない
ため、また、労働災害の加害者となら
ないためにも、作業手順や安全のため
のルールを理解してもらうことが必要
です。

資料出所：厚生労働省 労働者死傷病報告

(年)

最近の主な死亡災害事例（概要と事故の種類）
１ 技能実習生Ａが、解体用機械のアタッチメントの上で溶接作

業をしていたところ、解体用機械のブームが上昇し、梁との
間に挟まれた。（H28年11月）

はさまれ、
巻き込まれ

２ 技能実習生Ｂが、鋼材をクレーンでつり上げたところ、鋼材
がバランスを崩して倒れ、Ｂに当たった。（H29年４月）

激突され

３ 技能実習生Ｃが、労働者Ｄと２⼈でプレス加工作業をしてい
たところ、Ｃが⾦型内に頭を⼊れていた時にＤがプレスを起
動させ、Ｃが挟まれた。（H29年４月）

はさまれ、
巻き込まれ
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外国人労働者

※ 労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を

労働基準監督署長に提出しなければなりません。

（報告しなかったり、虚偽の報告をした場合、刑事責任が問われることがあります。）

休業４日以上の死傷者数（単位：人）休業４日以上の死傷者数（単位：人）

外国人労働者の労働災害発生状況の推移外国人労働者の労働災害発生状況の推移

技能実習生技能実習生

裏面のチェックリストを活用して職場の安全点検を実施してください

～ ６月は外国人労働者問題啓発月間です ～



チェック項目 （できている場合にチェックしてください）

１ 安全衛生の担当者を選任していますか。
（安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者など）

２ 機械・設備にカバーや安全装置は付いていますか。

３ 機械・設備が安全に使用できるように点検・修理等を実施
していますか。

４ 作業場は整理整頓されていますか。

５ 安全に作業できるように、保護具を使用させていますか。
（安全靴、安全帯、手袋、ヘルメット、防毒マスク等）

６ 安全衛生教育を実施していますか。
（雇⼊れ時又は作業内容を変更した時など）

７ 作業手順を理解させていますか。
→ どのように？ □日本語で □⺟国語で □やってみせる

8 労働災害防⽌のための指⽰等を理解できるように、必要な
日本語や基本的な合図を習得させていますか。

9 労働災害防⽌のための標識、掲⽰等について、図解等の
工夫でわかりやすくしていますか。

10 免許を受けたり、技能講習を修了することが必要な業務に、
無資格のままで従事させていませんか。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 2017.5

あなたの職場は大丈夫？危険がないかチェックしてみましょうあなたの職場は大丈夫？危険がないかチェックしてみましょう

（点検実施日 月 日）






